
議案第６３号 

 

   山陽小野田市児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定について 

 山陽小野田市児童クラブ条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  

  令和４年９月２日提出 

  

                  山陽小野田市長 藤 田 剛 二   

  

山陽小野田市児童クラブ条例の一部を改正する条例 

山陽小野田市児童クラブ条例（平成１７年山陽小野田市条例第１１２号）の

一部を次のように改正する。 

第２条の表中 

「 

山陽小野田市高千帆

児童クラブ 

山陽小野田市揥山二丁目６番１７号 

                             」を 

「 

山陽小野田市高千帆

児童クラブ 

山陽小野田市揥山一丁目２５番１号

及び揥山二丁目６番１７号 

                              」に、 

「 

山陽小野田市小野田

児童クラブ 

山陽小野田市中川三丁目３番１０号 

                             」を 

「 

山陽小野田市小野田

児童クラブ 

山陽小野田市中川三丁目２番１号 

                             」に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 



議案第６３号参考資料 

山陽小野田市児童クラブ条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（名称及び位置） 

第２条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

（略） （略） 

山陽小野田市高千

帆児童クラブ 

山陽小野田市揥山一丁目２５番１号及

び揥山二丁目６番１７号 

（略） （略） 

山陽小野田市小野

田児童クラブ 

山陽小野田市中川三丁目２番１号 

（略） （略） 
 

（名称及び位置） 

第２条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

（略） （略） 

山陽小野田市高千帆

児童クラブ 

山陽小野田市揥山二丁目６番１７号 

（略） （略） 

山陽小野田市小野田

児童クラブ 

山陽小野田市中川三丁目３番１０号 

（略） （略） 
 

 

 

 


